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 当社はアメリカ合衆国移民法最新情報に基づき J1 ビザ・インターンシップ・プログラムの運営、各種お手続をいたしますが、

受入機関の事情やアメリカ合衆国の都合により、移民法やプログラム内容に関して予告なしに変更される場合や、プログラ

ムが実施されなくなる場合があります。その際、当社は変更に関する情報を入手次第お客様にお知らせいたしますが、プロ

グラムの変更や中止については責任を負いません。 
 お申込者自身の都合、学校のルールの変更、アメリカ政府国務省又は移民局の突然の法律の変更など、当社の責任範囲を越

える理由においてのプログラム変更が生じた場合、一切責任を負うことはありません。 
 
U) 注意事項 
 
本契約内容は、2007 年 7 月 19 日現在のアメリカ合衆国移民法の規定に基づいて作成されていますが、やむを得ず、予告無しに

プログラムの内容変更、改訂、本契約内容の変更、プログラム料金の見直しを行うことがあります。本プログラムは、アメリカ政

府の承認を必要とするものであり、アメリカ政府の法律や規定の変更に伴い、都度プログラム内容の変更が生じることがあります。

いかなる事態においても、常にアメリカ合衆国移民法が最優先されます。




